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八千代市宅地開発事業等に係る水道施設整備費に関する取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、八千代市水道事業給水条例（平成 9 年八千代市条例第 29 号）以下「条例」と

いう。）及び八千代市開発事業等に関する条例等の施行に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（趣旨） 

第２条 この要領は、八千代市水道事業の給水区域内において、水道の給水を受けることとなる土

地の造成又は建築物の建築に関し、水需要を刺激して、拡張事業の主な要因となる、大口需要者を

対象に水道施設の整備拡充に要する費用の一部を負担願うことにより、水道料金が一般家庭に及

ぼす影響を極力抑制し、一般家庭と大口需要者の負担の均衡を図ることにより安定した水道事業

経営を保持することを目的とする。 

（定義） 

第３条 条例第 32 条第 1 項に定める「建築物」とは、給水を受けることとなる建築基準法（昭和 25

年法律第 201 号）第 2 条 1 号に定める建築物及び土地に定着する工作物でプール、洗車場、コン

クリートプラント及びこれらに類する施設をいう。 

２ 条例第３２条第１項に定める「計画一日最大給水量」とは、建築物に係る一日最大給水量であっ

て、八千代市事業管理者（以下「管理者」という。）が算定する水量をいう。 

３ 八千代市開発事業技術指針第 53 条に定める管理者との協議とは、同指針第 3 条に規定する適用

対象のものをいう。 

 

（計画一日最大給水量の算定） 

第４条 計画一日最大給水量の算定は、「業態別仕様水量基準」により行う。 

 

（事前協議） 

八千代市宅地開発事業等に係る水道施設整備費に関する取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、八千代市水道事業給水条例（平成９年八千代市条例第２９号。以下「条例」と

いう。）及び八千代市開発事業における事前協議の手続き等に関する条例（平成２０年条例第２６

号。以下「事前協議条例」という。）等の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（趣旨） 

第２条 この要領は、八千代市水道事業の給水区域内において、水道の給水を受けることとなる土

地の造成又は建築物の建築に関し、水需要を刺激して、拡張事業の主な要因となる、大口需要者を

対象に水道施設の整備拡充に要する費用の一部を負担願うことにより、水道料金が一般家庭に及

ぼす影響を極力抑制し、一般家庭と大口需要者の負担の均衡を図ることにより安定した水道事業

経営を保持するために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第３条 条例第３２条第１項に規定する「建築物」とは、給水を受けることとなる建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物及び土地に定着する工作物でプール、洗

車場、コンクリートプラント及びこれらに類する施設をいう。 

２ 条例第３２条第１項に規定する「計画一日最大給水量」とは、建築物に係る一日最大給水量であ

って、八千代市事業管理者（以下「管理者」という。）が算定する水量をいう。 

３ 八千代市開発事業技術指針第７章給水施設に規定する管理者との協議とは、事前協議条例第４

条第１項に規定する事前協議条例の適用を受ける開発事業（以下「開発事業」という。）のものを

いう。 

（計画一日最大給水量の算定） 

第４条 計画一日最大給水量の算定は、管理者が別に定める「業態別使用水量基準」により行うほ

か、この基準にない業態等については、類似した業態の使用水量実績等により行う。 

（事前協議） 
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第５条 管理者は、開発事業を行う者（以下「事業者」という。）から給水に関する事前協議申請書

（第 1 号様式）により協議の申請があったときは、開発事業に係る水道施設の整備及び帰属に関

すること、並びに水道施設整備費の納入に関すること、及びその他管理者が必要と認める事項に

ついて協議し、協議が整ったときは、事業者と協議書を取り交わすものとする。 

２ 前項の規定により協議書を取り交わした後において当該開発計画が変更された場合において

は、新たに事前協議の手続を行うものとする。ただし、管理者が軽微な変更であると認めたとき

は、この限りではない。 

（水道施設の計画及び整備） 

第６条 開発事業に伴う水道施設の新設及び改良等の計画は、開発区域内の計画人口を基として、

水道施設設計指針・解説（1990 年版）に定める基準に準じて管理者が定めるものとする。 

２ 前項の計画に基づく施設の設計及び建設は、事業者が自己の費用により行うものとする。ただ

し、管理者が必要と認めるときは、事業者の費用負担により管理者が設計し建設するものとする。 

（受水タンク以下の装置の水道メータ設置） 

第７条 受水タンクを設置する建築物の場合において、受水タンク以下の給水対象が住宅の用途及

び住宅以外の用途との併設となる場合にあっては、それぞれ個別に水道メータを設置するものと

する。 

（事務費及び配水管洗浄費） 

第８条 事業者は、八千代市上下水道局における当該開発事業に係る事務費並びに当該開発事業に

伴い建設した配水施設の洗浄に要る浄水に係る費用（以下「配水管洗浄費」という。）を負担する

ものとする。 

 

２ 事務費は、第 6 条第 2 項の規定により事業者が負担する施設建設費の 5 パーセントに相当する

額とする。 

３ 配水管洗浄費は、洗浄の対象となる配水管の容積に条例第 23 条に規定する工事及び臨時用に係

る従量料金を乗じて得た額とする。 

第５条 管理者は、開発事業を行う者（以下「事業者」という。）から給水に関する事前協議申請書

（第１号様式）により協議の申請があったときは、開発事業に係る水道施設の整備及び帰属に関

すること、並びに水道施設整備費の納入に関すること、及びその他管理者が必要と認める事項に

ついて協議し、協議が整ったときは、事業者と協議書を取り交わすものとする。 

２ 前項の規定により協議書を取り交わした後において当該開発計画が変更された場合において

は、新たに事前協議の手続を行うものとする。ただし、管理者が軽微な変更であると認めたとき

は、この限りではない。 

（水道施設の計画及び整備） 

第６条 開発事業に伴う水道施設の新設及び改良等の計画は、開発区域内の計画人口を基として、

工事設計施工指針に基づき管理者が定めるものとする。 

２ 前項の計画に基づく施設の設計及び建設は、事業者が自己の費用により行うものとする。 

 

（受水タンク以下の装置の水道メータ設置） 

第７条 受水タンクを設置する建築物の場合において、受水タンク以下の給水対象が住宅の用途及

び住宅以外の用途との併設となる場合にあっては、それぞれ個別に水道メータを設置するものと

する。 

（設計審査） 

第８条 事業者は、第６条第２項の規定により水道施設の設計をしたときは、配水管布設工事等設

計審査申請書（第２号様式）に関係図書を添付して管理者に提出するものとし、管理者は、これを

審査するものとする。誓約書及び設計書については未普及地域の配水管布設要領細則（以下「細

則」という。）第２条第１項に規定する様式を準用するものとする。 

２ 事業者は前項の申請にあたり、未普及地域の配水管布設要領第５条第５項に該当する者を工事

施行者として選定するものとする。 
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（設計審査） 

第９条 事業者は、第 6 条第 2 項本文の規定により水道施設の設計をしたときは、工事着手前に配

水管布設工事等設計審査申請書（第 2 号様式）に関係図書を添付して管理者に提出し、管理者は、

これを審査するものとする。 

２ 事務費の納入期日は、水道施設の新設及び改良等の着手日以前の日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（材料検査） 

第１０条 事業者は、工事着手前に配水管布設工事等材料検査申請書（第 3 号様式）を管理者に提

出し、前条に定める設計に係る工事用材料について、管理者の検査を受けるものとする。 

 

（工事検査） 

第１１条 事業者は、水道施設の工事が完了したときは、配水管布設工事完了届（第 4 条様式）に

次の各号に掲げる図書を添付して管理者に提出し、管理者の工事完成検査を受けるものとする。 

（１）完成図（原図及びそのマイクロフィルム） 

（２）工事現場写真 

（３）工事日報 

２ 管理者は、前項の工事完成検査のほか、施行中の工事について随時に検査を実施するものとす

る。 

 

（設計審査事務費） 

第９条 事業者は、前条第１項の設計審査に係る費用として設計審査事務費（以下、「事務費」とい

う。）を負担するものとする。 

 

２ 事務費は、第６条第２項の規定により事業者が負担する施設建設費の５パーセントに相当する

額とし、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 前項に規定する事務費は、管理者が発行する納入通知書により発行日から起算して１５日目を

納期限の目途とする。 

４ 事業者は、管理者が前項の納付を確認するまで、工事に着手してはならない。 

（工事施行） 

第１０条 事業者は、工事施行にあたり工事着手届等を管理者に提出するものとする。様式は、細則

第３条の各号に掲げる規定する様式を準用するものとする。 

（材料検査） 

第１１条 事業者は、工事着手前に配水管布設工事等材料検査申請書を管理者に提出し、第９条に

規定する設計に係る工事用材料について、管理者の検査を受けるものとする。様式は、細則第４条

に規定する様式を準用するものとする。 

（配水管洗浄費） 

第１２条 事業者は、第６条第２項に伴い建設した配水管の洗浄に必要な浄水に係る費用（以下「配

水管洗浄費」という。）を負担するものとする。 

２ 配水管洗浄費は、管洗浄に要する水量に条例第２３条に規定する工事及び臨時用に係る従量料

金を乗じて得た額とする。なお、管洗浄に要する水量は、洗浄の対象となる配水管の容積に５を

乗じた水量とし、小数点以下の端数は切捨て整数とする。１立方メートル未満となる場合におい

ては１立方メートルとする。 

３ 前２項に規定する配水管洗浄費について、次条に規定する工事完成検査の日までに、管理者の

請求により納入するものとする。 
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（配水管洗浄費の納入） 

第１２条 事業者は、第 8 条第 3 項に定める配水管洗浄費について、前条第 1 項に定める工事完成

検査の日までに、管理者の請求により納入するものとする。 

 

 

 

 

 

（完成後の施設の帰属） 

第１３条 第 5 条の規定に基づく事前協議の際管理者が指定した水道施設については、工事完成後

において八千代市に帰属するものとする。 

２ 事業者は、事業完了後速やかに、前項に定める施設の移管手続きを行なうものとする。 

 

 

 

（水道施設整備費の減免） 

第１４条 土地区画整理事業の場合で、管理者が特に認めるものについては、水道施設整備費を減

額し又は免除することができる。 

ただし、保留地の処分後又は換地処分後あるいは仮換地の土地に該当する場合は除く。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

（工事検査） 

第１３条 事業者は、水道施設の工事が完成したときは、配水管布設工事完成検査申請書（第３号様

式）に細則第５条第１項各号に掲げる図書を添付して管理者に提出し、管理者の工事完成検査を

受けるものとする。 

２ 管理者は、前項の届出があった場合は提出書類及び現地確認による完成検査を実施し、完成を

認める場合は工事完成認定通知書により通知するものとする。様式は、細則第５条第２項に規定

する様式を準用するものとする。 

３ 工事施行者は、管理者から手直し指示等がある場合は、速やかに対応するものとする。 

（完成後の施設の帰属） 

第１４条 第５条の規定に基づく事前協議の際管理者が指定した水道施設の帰属は、水道施設寄附

採納願い書（第４号様式）により手続きを行うものとする。 

２ 事業者は、事業完了後速やかに、前項に規定する施設の移管手続きを行なうものとする。 

（受納通知） 

第１５条 管理者は、前条の帰属手続きがなされたときは速やかに、水道施設の受納通知により通

知するものとする。様式は、細則第７条に規定する様式を準用するものとする。 

（水道施設整備費の減免） 

第１６条 土地区画整理事業の場合で、管理者が特に認めるものについては、水道施設整備費を減

額し又は免除することができる。 

ただし、保留地の処分後又は換地処分後あるいは仮換地の土地に該当する場合は除く。 

（その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 



 旧 新 

２ この要領施行の際、旧要領の規定に基づく事前協議が継続中のものについては、なお従前の例

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ この要領施行の際、旧要領の規定に基づく事前協議が継続中のものについては、なお従前の例

による。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領施行の際、旧要領の規定に基づく事前協議が継続中のものについては、なお従前の例

による。 
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（なし） 
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（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


